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● 開催概要

● アンケートの実施概要

日　時：令和元年9月8日（日）10：00～ 12：00
会　場：視聴覚センター
参加者：7名

● 今回のワークショップの目的
・まちづくりの方向性に関する意見出し
・まちづくりを実現するための取組に関する意見出し

・配布数302部
・回収数（率）118部（39.1％）
・所有地は夏見一・五丁目が約８割を
占めています

● 土地利用に対する印象

● 望ましくない施設、困っていること

① 土地利用混在の進行に対する実感
土地利用の混在が進行していると感じて
いる割合は約７割を占めています。

② 土地利用の混在に対する対策の必要性
（左記①で「感じたことがある」と回答した方が対象）

土地利用の混在に対する対策が必要であると
感じている割合は約９割を占めています。

● まちづくり検討の進め方
令和元年度はワークショップにより、まちづくりの方向
性を確認し、令和２年度はその方向性に基づき、地権
者説明会を通じてまちづくりの方針と手法を作成する
予定です。

令和元年９月８日に開催した『第2回まちづくりワークショップ』の結果を報告します。

海老川上流西部地区の地権者を対象に、令和元年７月１２日（金）から７月２５日（木）の期間、まちづくりに
関するアンケートを実施した結果概要を報告します。

● 今回のワークショップの議事
第1部　情報提供
　・前回ワークショップの結果について
　・まちづくりに関するアンケートの集計結果について
　・海老川上流西部地区の課題と方向性について
第2部　グループ討議
　・グループ内での議論
　・発表・全体意見交換
今後の予定

まちづくりだより海老川上流
西部地区 第4号

発行：船橋市 都市計画部 都市政策課　令和元年11月1日

次回ワークショップは 11月17日（日） に開催する予定です。

9月8日に開催した『第2回まちづくりワークショップ』の結果を報告します
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〒273-8501　船橋市湊町2-10-25
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夏見一・五丁目北
夏見一・五丁目南
夏見七丁目東
夏見七丁目西
市場二丁目

N=118

※区域をまたいで土地を所有する地権者は重複して計上している
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① 地区内立地が望ましくない施設
墓地、工場、資材置き場・倉庫の３施設が
望ましくないとしている割合は約8割を占
めています。

全体（N=74）
戸建住宅 6.8%

アパート・マンション 10.8%
墓地 87.8%
工場 79.7%

資材置き場・倉庫 78.4%
幼稚園・保育所 0.0%
高齢者福祉施設 2.7%
診療所・薬局 1.4%

飲食店 1.4%
小規模商業施設（コンビニ等） 1.4%

② 困っていること
「歩道の整備が不十分」、「夜間暗い場所がある」、
「資材置き場や墓地がある」ことが困っていること
として過半数を占めています。

全体（N=118）

地区内の通過交通が多い 39.0%
歩道の整備が不十分であり、歩きにくい 57.6%

夜間暗い場所があり、怖い 56.8%
水路の水が流れない等、営農環境が悪化 17.8%

大雨時に浸水するおそれあり 34.7%
子供の遊び場所が少ない 30.5%
住民同士のつながりが薄い 11.0%
資材置き場や墓地がある 64.4%

今はココ

★
事例視察

鹿嶋市に事例視察に行きました

令和元年10月6日（日）に茨城県鹿嶋市へ、
「市街化調整区域の地区計画」の事例視察
に行きました。（参加者5名）

まちづくりに関するアンケートの集計結果



● 第2回まちづくりワークショップの主な意見（実態と方向性）

主な意見項　目

まちづくりの
方向性

まちづくり手法等

● 住宅が緩やかに増えるのは構わないが、農業をしやすい環境を維持して欲しい。
● 農業の継続を希望しない人のため、農地を宅地化しやすくすべき。

土地利用

交　通

生活環境

● 農業を継続できなくなっても、空間として農地を残すため、例えば公園等として
継続的に活用してもらえる先があると良い。農家間での土地のやり取りは難し
いため。

● 稲作が行われていないため、水路の用地を歩行者空間などに活用できないか。
● 資材置き場は暫定的な利用方法なので、宅地化が進めば無くなっていくのでは
ないか。 

● 将来、住宅地になったときに、道路をどう通していくのかは重要。
● 歩行者と自動車の動線は分けた方が良いのではないか。 

● 新たに住む場合は、農地からホコリが飛ぶことなどは承知しておいて欲しい。
● 適度に空地があること、農家との関わりで家庭菜園やお裾分けを頂けるなど、農
地があることで暮らしやすい面もある。 

● まちづくりの手法は、地権者からどれだけ合意が得られそうかを踏まえて設定す
べき。

● まちづくり手法（まちづくり協定、地区計画、土地区画整理事業等）に対して何が
必要か示して欲しい。

● 本ワークショップでの提案を、要望書として市に提出することも考えられる。 

今回のワークショップにおける主な意見を下表に整理するとともに、具体的な場所が分かる意見について
は右の地図上に「第2回まちづくりワークショップの主な意見（実態と方向性）」として示します。
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● 参考：海老川上流西部地区のまちづくりのテーマと基本的な考え方（案）

※この案は、ワークショップ参加者の方々が意見を出しやすいように事務局が仮に作成したものであり、
今後地権者のみなさまの意見に基づき作成されるものです。

■海⽼川上流⻄部地区のまちづくりテーマ（案） 
 
 
 
 

 

■まちづくりの基本的考え⽅（案） 

① 農業や⾃然を⼤切にし、地域環境の保全と育成を進めます。 

農と⾃然の中に暮らしが息づくまちづくり 

② 海⽼川沿い遊歩道と海⽼川調節池や周辺の公園をネットワーク化し、豊
かな⾃然環境を享受できる健康的な地域を⽬指します。 

③ ⽣活環境の悪化を防ぎ、コミュニティが息づくまちを⽬指します。 

・海⽼川上流⻄部地区は市街化調整区域であることを踏まえて、農業と⾃然
環境を⼤切にしつつ、既に住んでいる住⺠が豊かな暮らしを享受できるま
ちづくりを⽬指します。 

第2回まちづくりワークショップの主な意見
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自転車・歩行者・ランニングをする人が
混在しているため、併行する水路敷を使
うなどして、自転車を分離した方が良い

海老川の環境を活かした空間づくりを
したい

エリアのメイン道路として
位置付けた方が良い

宅地化により、交通量の増加が
予想されるため、予め対策が必要

まとまった土地利用が
望ましい

住宅地化を見据えて計画的に
道路の入れ方を考えておいた
方が良い

新駅へ容易にアクセス
できるようにしたい

新駅

水路が詰まっており、
対策が必要

水路をまちづくりのテーマに
合うように活用できないか

道路と水路をセットで将来の
道路網を考えた方が良い


